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南知多町内海港海岸環境整備施設管理規則の一部を改正する規則 

南知多町内海港海岸環境整備施設管理規則（平成13年南知多町規則第19号）の一部

を次のように改正する。 

題名中「内海港海岸環境整備施設」を「東浜小桝緑地」に改める。 

第１条中「内海港海岸環境整備施設」を「東浜小桝緑地」に、「第12条」を「第16

条」に改め、「内海海岸」を削る。 

第６条を第13条とする。 

第５条（見出しを除く。）を次のように改める。 

第５条 条例第10条第３項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、東浜小

桝緑地使用料減免申請書（様式第17号）を町長に提出しなければならない。 

第５条を第11条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（使用料の還付の申請） 

第12条 条例第10条第２項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、東浜小

桝緑地使用料還付申請書（様式第18号）を町長に提出しなければならない。 

第４条第１項中「第７条」を「第10条」に改め、同条第３項中「第８条」を「第12

条」に改め、同項ただし書中「町長」の次に「（指定管理者が管理運営している場合

にあっては、指定管理者）」を加え、同項第４号中「キャンプ、」の前に「決められ

た場所以外で」を加え、同項第６号中「施設内」の次に「外」を加え、同条を第７条

とし、同条の次に次の３条を加える。 

（工作物等の設置又は管理の許可申請等） 

第８条 条例第７条第２項の許可を受けようとする者は、東浜小桝緑地工作物等設置

（管理）許可申請書（様式第11号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認める



ときは、東浜小桝緑地工作物等設置（管理）許可書（様式第12号）を交付する。 

３ 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、東浜小桝

緑地工作物等設置（管理）変更許可申請書（様式第13号）を町長に提出しなければ

ならない。 

４ 町長は、前項の申請の許可をしたときは、東浜小桝緑地工作物等設置（管理）変

更許可書（様式第14号）を交付する。 

（工作物等設置の工事完了等の届出） 

第９条 条例第９条第１号又は第４号に該当したときは、東浜小桝緑地内工事完了届

（様式第15号）を町長に提出しなければならない。 

２ 条例第９条第２号に該当したときは、東浜小桝緑地工作物等設置（管理）廃止届

（様式第16号）を町長に提出しなければならない。 

（事業計画書の提出） 

第10条 指定管理者は、毎年度開始前に、当該年度の事業計画書及び収支計画書を町

長に提出しなければならない。 

第３条中「様式第３号」を「様式第５号」に改め、「町長」の次に「（指定管理者

が管理運営をしている場合にあっては、指定管理者）」を加え、同条を第４条とし、

同条の次に次の２条を加える。 

（行為の許可申請等） 

第５条 条例第６条第１項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、東浜小桝

緑地内行為許可申請書（様式第６号）を当該行為を行う日の５日前までに町長（指

定管理者が管理運営をしている場合にあっては、指定管理者）に提出しなければな

らない。 

２ 町長（指定管理者が管理運営をしている場合にあっては、指定管理者）は、前項

の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、東浜

小桝緑地内行為許可書（様式第７号）を申請者に交付するものとする。 



３ 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、東浜小桝

緑地内行為変更許可申請書（様式第８号）を町長（指定管理者が管理運営をしてい

る場合にあっては、指定管理者）に提出しなければならない。 

４ 町長（指定管理者が管理運営をしている場合にあっては、指定管理者）は、前項

の申請の許可をしたときは、東浜小桝緑地内行為変更許可書（様式第９号）を交付

する。 

（行為中止の届出） 

第６条 条例第６条の規定により、施設内での行為の許可を受けた者は、当該行為を

中止しようとするときは、遅滞なく、東浜小桝緑地内行為中止届出書（様式第10

号）を町長（指定管理者が管理運営をしている場合にあっては、指定管理者）に提

出しなければならない。 

第２条第１項中「内海海岸」を削り、「町長」の次に「（指定管理者が管理運営を

している場合にあっては、指定管理者）」を加え、同条第２項中「町長」の次に

「（指定管理者が管理運営をしている場合にあっては、指定管理者）」を加え、「内

海海岸」を削り、同条に次の２項を加える。 

３ 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、東浜小桝

緑地施設利用変更許可申請書（様式第３号）を町長（指定管理者が管理運営をして

いる場合にあっては、指定管理者）に提出しなければならない。 

４ 町長（指定管理者が管理運営をしている場合にあっては、指定管理者）は、前項

の申請の許可をしたときは、東浜小桝緑地施設利用変更許可書（様式第４号）を交

付する。 

第２条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

（区域の指定） 

第２条 条例第２条に掲げる施設の区域は、別図のとおりとする。 

別表第１中「第４条」を「第７条」に改め、「及びコインロッカー」を削り、同表



中「７月13日」を「４月１日」に、「８月31日」を「翌年３月31日」に改める。 

様式第１号中「第２条」を「第３条」に、「 

」を「 



」に改める。 

様式第２号中「第２条」を「第３条」に、「 



」を「 



」に改める。 

様式第３号中「第３条」を「第３条」に、「 



」を「 



」に改め、同様式の次に次の15様式を加える。 



様式第４号（第３条関係） 



様式第５号（第４条関係） 



様式第６号（第５条関係） 



様式第７号（第５条関係） 



様式第８号（第５条関係） 



様式第９号（第５条関係） 



様式第10号（第６条関係） 



様式第11号（第８条関係） 



様式第12号（第８条関係） 



様式第13号（第８条関係） 



様式第14号（第８条関係） 



様式第15号（第９条関係） 



様式第16号（第９条関係） 



様式第17号（第11条関係） 



様式第18号（第12条関係） 

別表第１の次に次の１様式を加える。 



別図（第２条関係） 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


